
亀 山 市 告 示 第 ６ ７ 号  

亀 山 市 行 政 専 門 員 候 補 者 登 録 制 度 要 綱 及 び 亀 山 市 障 が い 者 職 場 実

習 事 業 実 施 要 綱 の 一 部 を 改 正 す る 告 示 を 次 の よ う に 定 め る 。  

令 和 ２ 年 ３ 月 ３ １ 日  

亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

 

亀 山 市 行 政 専 門 員 候 補 者 登 録 制 度 要 綱 及 び 亀 山 市 障 が い 者 職

場 実 習 事 業 実 施 要 綱 の 一 部 を 改 正 す る 告 示  

 

（ 亀 山 市 行 政 専 門 員 候 補 者 登 録 制 度 要 綱 の 一 部 改 正 ）  

第 １ 条  亀 山 市 行 政 専 門 員 候 補 者 登 録 制 度 要 綱 （ 平 成 ２ １ 年 亀 山 市

告 示 第 ８ ５ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ２ 条 中 「 亀 山 市 臨 時 職 員 の 任 用 等 に 関 す る 規 程 （ 平 成 １ ７ 年

亀 山 市 訓 令 第 １ ８ 号 ） 及 び 亀 山 市 非 常 勤 職 員 取 扱 規 程 （ 平 成 ２ １

年 亀 山 市 訓 令 第 ８ 号 ） 」 を 「 亀 山 市 会 計 年 度 任 用 職 員 の 任 用 、 勤

務 条 件 、 身 分 取 扱 い 等 に 関 す る 規 程 （ 令 和 ２ 年 亀 山 市 訓 令 第 ２

号 ） 」 に 改 め る 。  

（ 亀 山 市 障 が い 者 職 場 実 習 事 業 実 施 要 綱 の 一 部 改 正 ）  

第 ２ 条  亀 山 市 障 が い 者 職 場 実 習 事 業 実 施 要 綱 （ 平 成 ２ ７ 年 亀 山 市

告 示 第 ６ ６ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 ８ 条 第 ２ 号 中 「 非 常 勤 職 員 の 通 勤 手 当 相 当 額 」 を 「 亀 山 市 会

計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 、 費 用 弁 償 及 び 期 末 手 当 に 関 す る 規 則 （ 令

和 ２ 年 亀 山 市 規 則 第 ７ 号 ） 第 ３ 条 た だ し 書 の 規 定 に よ り 任 命 権 者

が 定 め る 額 」 に 改 め る 。  

附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 告 示 は 、 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 告 示 の 施 行 の 際 現 に 第 １ 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 亀 山 市 行

政 専 門 員 候 補 者 登 録 制 度 要 綱 の 規 定 に よ り 行 政 専 門 員 の 候 補 者 と



し て 登 録 を 受 け て い る 者 は 、 同 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 亀 山 市 行

政 専 門 員 候 補 者 登 録 制 度 要 綱 の 規 定 に よ り 行 政 専 門 員 の 候 補 者 と

し て 登 録 を 受 け て い る 者 と み な す 。  


